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      2021年度 定時総会次第 
 

日 時  2021 年５月 17 日（月）  午後５時 

 

場 所  「ゆいわーく茅野」 

   

１．開 会 

２．会長挨拶 

３．総会成立宣言 

４．議長選出 

５．議事録署名人選出 

６．議  事 

 

第 1 号議案 2020 年度 事業報告    ・2 
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第 3 号議案 役員改選に関する件     21 
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2021 年度 収支予算     24 

 

    ７．諏訪ユネスコ協会会員名簿        25 

 

８．閉  会 
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第 1号議案 
2020年度 事業報告 

 

本部会 
１．「諏訪ユネスコ協会」2020年度定時総会開催 

日 時：5月 16日（土）17時 

場 所：茅野市「ゆいわーく茅野」 

＊本年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により書面議決とし、理事のみの出 

席で総会を行った。 

出 席 者：理事 15名 

書面議決：賛成 26名 

 依って合計 41名の賛成を得て全ての議案が承認された 

２．理事会（毎月１回）     

  2020年度の理事会は新型コロナの影響により 10回の理事会となった 

３．６月 23日（火）「６市町村、諏訪ユネスコ協会担当者会議」開催 

４．９月 10日（木）諏訪地区校長会に於いてユネスコスクール等協力依頼 

５．11月 28日（土）「第 51回評議員会」書面開催 

６．12月 17日（木）「元気づくり支援金」説明会出席 

７．2021年２月６日（木）「信州 ESD発表会」オンライン参加 

８．2021年２月 10日（木）「ゆいわーく茅野」利用者説明会出席 

９．諏訪ユネスコ協会 10周年に当たり「記念誌」作成準備 

10．諏訪ユネスコ協会ホームページの管理・更新 
 

地域遺産部会 
１．学習会 

  10月３日（土）10時～12時  於「ゆいわーく茅野」 

第１部 「箏の演奏と学び」生田流筝曲演奏家……宮下悦子氏 

第２部 「縄文を語ろう」 井戸尻考古館館長……小松隆史氏 

       

寺子屋部会 
１．12月 11日（金）第１回部会 18時 30 分 於「ゆいわーく茅野」 

・2020年度の事業計画確認 

  ・各地区学校担当者がチラシ、教育長・学校長への挨拶状等、書き損じハガキ回収

活動に必要な資料を持ち帰る 

２．12月～１月 各地区責任者が教育長へ挨拶。その後、各学校担当者が学校に出向き 

        書き損じハガキ回収活動の依頼   

３．2021年 3 月 22日（月） 第２回部会 14時～16時  反省会 

   

環境問題推進部会 
１．諏訪湖アダプトプログラム参加 

実施区間：№15  石彫公園周辺 

 第１回  ６月 11日(木) 中止 
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   第２回  ７月 16日(木) 中止 

第３回  ９月 10日(木) ９：00～ 

      天気 晴れ    参加者：21名 

            * 流木・可燃ゴミ等       総量 80㎏ 

        * アレチウリの除去（3,000㎡）   

２．3月 12日（金） 諏訪湖アダプトプログラム報告会出席 

   諏訪ユネスコ協会「諏訪湖アダプトプログラム」10年継続参加に付き「建設事務

所長感謝状」が授与された 

 

ユネスコスクール推進部会 
６月23日 ６市町村教育委員会ユネスコ担当者会（本部合同） 

７月13日 永明中学校訪問：担当の木下栞先生と打ち合わせ 

７月16日 ユネスコスクール推進部会開催 

９月５日 ユネスコスクール推進部会開催 

９月10日 諏訪校長会訪問：ユネスコ協会・ユネスコスクールについての説明と資料の配

布（本部合同） 

12月６日 学習会「台湾に学ぶ」開催（新型コロナウイルス感染症リスク低減のため協会

内に限定して開催。田村義明理事講話）【国際理解】 

12月19日 「ESD全国フォーラム2020」オンライン参加（環境省主催） 

―2021年― 

２月６日 「信州ESDコンソーシアム」オンライン参加 （信州大学教育学部) 

２月16日 岡谷南部中学評議委員会出席：ユネスコ協会・ユネスコスクールについて説明。

資料を配布 

２月22日 富士見高校訪問：校長先生にユネスコスクールについて説明。資料配布 

３月１日 富士見高校再訪：担当の小池教諭にユネスコスクールについて説明。資料配布 

３月８日 茅野市北部中学校訪問：校長先生および教頭先生にユネスコ協会・ユネスコス 

     クールについて説明。資料を配布  

３月24日 茅野市北部中学校訪問：ユネスコ担当教諭にユネスコ協会・ユネスコスクール 

     について説明 

３月24日 茅野市北山小学校訪問：校長先生および教頭先生にユネスコ協会・ユネスコス 

     クールについて説明。資料を配布 

 

広報部会 
１．広報紙「諏訪ユネスコ通信」年３回の発行 

第 28号：2020年 ７月 31日 発行 

第 29号：2020 年 11 月 30日 発行 

第 30号：2021年 ３月 31日 発行 

２．諏訪ユネスコ協会 10周年に当たり「記念誌」作成準備 

３．諏訪地区内報道機関へのＰＲ活動 

 ・広報紙の配布、各部会事業活動の広報 

４．ユネスコ協会連盟へ提出書類の作成、事業活動の広報 

５．長野県下、各ユネスコ協会への広報活動、広報紙の配布等 

６．「諏訪ユネスコ協会」ホームページの管理 
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 理 事 会 報 告  

2020年度 

 

第１回理事会(113回) 2020年 6月 6日(土) 18時  

報 告 

・全国大会・中部東日本ブロック大会中止 

・日本ユネスコ協会連盟より、新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応について報告 

 議 事 

１．各部からの報告・連絡 

本部会 

・本日の定時総会において、第１号議案・第２号議案・第３号議案が承認された 

・田村義明新理事紹介、挨拶 

・６市町村担当者会議…理事の出席依頼 

日 時：6月 23日(火) 15時から 

場 所：茅野市役所 702号室 

   環境問題推進部会 

    ・諏訪湖アダプトプログラム予定  

6月 11日、7月 16日は中止とし 9月 10日は実施予定。 

その後は新型コロナ感染症の情報を踏まえて計画する。 

   広報部会 

  ・予定通り年３回の発行を行う…第１回編集委員会は 6月 30日(火) 

会 計 

 ・年会費 5,000円の納入をお願いした（振り込み又は集金） 

 ・各部会等経費の領収書を会計に渡す際、部会名と使途を明確にして欲しい旨 

  依頼があった 

 

第２回理事会(114回) 2020年 7月 7日(火) 18時 30分  

報 告 

・６市町村ユネスコ担当者会議を 6月 23日に茅野市役所に於いて実施 

・諏訪校長会でのユネスコスクール説明を行う……9月 10日に予定 

・原村の教育長が変わり、清水幸次氏になった 

 議 事  

１．各部からの報告・連絡 

本部会 

・年会費の納入状況 

 会計担当より報告があり会員 57名中 46名入金済、11名未納との報告を受けた。 

 再度、振り込み用紙を郵送する。 

  地域遺産部会 

   ・再度、振り込み用紙を郵送する。 

    ・9月～10月に講演会を予定 

    ・2020年度「絵で伝えよう！わたしの町のたからもの」絵画展 

     会長より上記企画に応募してはどうかとの提案があった。 

＊新型コロナウイルス感染症により休校が続いた為、学校に依頼するのは難しい 
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のではないかとの意見があり、学校側の意見を聞くこととした。 

環境問題推進部会 

 ・6月、7月のアダプトプログラムは中止。9月 10日(木) 9時から実施 

   ・第 45回「みどりの絵コンクール」作品募集 

    会長より上記企画に参加したらどうかとの提案があった。 

     ＊環境問題推進部会で検討することとした。 

ユネスコスクール推進部会 

 ・永明中学校担当先生との打ち合わせ…7月 13日(月) 18 時 30分 

 ・ユネスコスクール推進部会開催…7月 16 日(木) 13時～15時 

広報部会 

 ・編集会議…第 2回：7 月 14日(火)・第 3 回：7月 28日(火)実施 

 

第３回理事会(115回) 2020年 8月 17日（土）18時 30分  

報 告 

・諏訪ユネスコ通信発行 

・ユネスコ協会便送付 

・６市町村へ依頼してあった助成金は本年度見送りとなった 

 議 事 

１．各部からの報告・連絡 

本部会 

・年会費納入状況の報告 

・６市町村担当者会議…理事の出席依頼 

日 時：６月 23日（火）15時から 

場 所：茅野市役所 702号室 

   環境問題推進部会 

    ・諏訪湖アダプトプログラム予定  

6月 11日、7月 16日は中止とし 9月 10日は実施予定。その後はコロナの状況を 

踏まえて計画する。 

   広報部会 

  ・予定通り年 3回の発行を行う…第１回編集委員会は６月 30日（火） 

会 計 

 ・年会費 5,000円の納入をお願いした（振り込み又は集金） 

 ・各部会等経費の領収書を会計に渡す際、部会名と使途を明確にして欲しい旨の 

依頼があった 

２．新入会員  小山壮（こやま たけし）氏 岡谷市  承認 

 

第４回理事会(116回) 2020年９月 14日（月）18時 30分 

報 告 

 ・2020年度書き損じハガキ集計結果：参加協会 153団体中上位 10番目 

・校長会にてユネスコスクールの紹介  

9月 10 日 8 時 50分より諏訪教育会館に於いて６市町村、小中学校 48校、48名が集 

まる校長会に於いてユネスコスクールの理解を深めていただく為の説明会を行った 

（三役 4名が出席） 

・10月 3日(土)に行われる学習会の講師派遣依頼書を発送した（井戸尻考古館：小松 
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 隆史館長・箏奏家：宮下悦子氏・富士見町教育長） 

 議 事  

  １．各部からの報告・連絡 

本部会 

・年会費の納入状況の把握 

・来年度の役員改正に伴い、新規役員の地域均衡を図る為にも新会員の拡充を依 

 頼した 

   地域遺産部会 

    (1)学習会について 

日 時：10月 3日（土）  10時～12時 

場 所：「ゆいわーく茅野」 集会室 

内 容： 

第 1部 箏曲と歴史 ～古典の継承と箏の響き～ 

  講 師：生田流箏曲演奏家 宮下悦子氏 

第 2部 縄文の諏訪 ～日本遺産と井戸尻文化～ 

講 師：井戸尻考古館館長小松隆史氏 

参加者：諏訪ユネスコ会員（本年度は新型コロナ感染拡大防止に付き一般への 

    呼びかけは行わず会員のみの参加とする） 

        ＊役員は 9時集合し準備 

環境問題推進部会 

 ・9月 10日（木）9時からアダプトプログラム実施の報告 

寺子屋部会 

 ・昨年度の反省を踏まえ 10月より準備に入る 

  ユネスコスクール推進部会 

・9月 5日（土）第 2回ユネスコスクール推進部会開催（部員 6名参加） 

・田村義明理事よりユネスコスクール説明に関する概要をまとめた旨の報告があった 

（各学校での説明時に分かり易くする為） 

・田村義明理事の講演を計画 

広報部会 

 ・諏訪ユネスコ通信 29号を 11月末日発行 

 

第５回理事会(117回) 2020年 10月 26日（月）18時 30分  

報 告 

・諏訪ユネスコ協会学習会を地域遺産部会担当のもと 10月 3日（土）開催  

・ユネスコ協会便 10月号 

・第 51回評議員会「書面開催」11 月 28日（土） 

・ユネスコエコパークを活かした ESD／SDGs の実践を考える 

11月 15日（日）13時 30分～16 時 30分 オンライン開催 

・信州 ESDコンソーシアム通常総会 10 月 24日（土）13時～ 

オンラインによる総会 （欠席連絡済み） 

 議 事  

  １．各部からの報告・連絡 

本部会 

（1）総会及び 10周年記念事業について 
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・2021年度の総会に合わせ５月に行ったらどうかとの意見があった 

・三役会に於いて原案を考える 

（2）来年度の役員改正について 

  2021年 3月を以って現役員の任期満了となる為、新役員をどの様に決めたら良 

  いか意見を求めた 

     ・三役・理事・監事等、降板したい方は申し出る 

     ・三役会に於いて原案を考える 

     ・6市町村の公平性を考えて役員の選出をしたいので、会員の増員が必須 

   地域遺産部会 

 学習会の反省…参加者 25名 

・内容がとても良かった。 

 ・琴の演奏も芸術の秋に相応しく良かった 

 ・新型コロナの感染が収まったら一般にも呼びかけて行いたい 

 寺子屋部会 

  書き損じはがきについて 

（1）書き損じはがき回収の流れ 

  ①教育長に依頼文を持って挨拶に伺う 

  ②チラシの必要枚数の確認 

  ③寺子屋部会開催：12月 11日（金）18 時 30分 「ゆいわーく茅野」 

依頼文・チラシ等、各学校関係者持ち帰り 

④担当者学校訪問 

（2）書き損じはがき回収後の流れ 

  ①各学校担当者は、ハガキ枚数を確認し、郵便局にて切手に交換 

  ②切手・領収書を地区責任者に届ける。それを部会長に渡す 

  ③部会長は報告資料を作成しユネスコ本部に切手を送付 

④各学校へ礼状を持参する。教育長に回収枚数の報告 

＊詳細は後日連絡。 

   ユネスコスクール推進部会 

   今後の予定 

    ・学校訪問（ユネスコスクールに対する理解を深めて頂く為） 

    ・国際部会：学習会 

12月 6日（日）田村義明理事による学習会を予定 

＊詳細は決まり次第通知する。 

  広報部会 

    第 1回編集部会 10月 20日  第 2 回編集部会 11月 10日   

    第 3回編集部会 11月 26日……諏訪ユネスコ通信 29号発行：11 月 30日 

 

第６回理事会(118回) 2020年 11月 24日（火）18時 30分  

報 告 

・協会連盟への登録及び登録料請求 57,000円 

・輪転機廃棄 １万円で購入した中古輪転機が故障、修理に 18,000円かかるというこ 

とで廃棄処分にした（廃棄料 15,000円）。今後、多量の印刷物は「茅野市役所」、「ゆ 

いわーく茅野」等で行う 

 議 事 
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  １．各部からの報告・連絡 

本部会 

(1)2021年度総会について 

 ・新型コロナの感染状況をみてどのような形で行うか判断していく 

(2)10周年記念事業について 

 ・式典は新型コロナの感染状況をみて判断していくが、記念誌の発行は行う。 

  広報部会に協力依頼する           

寺子屋部会 

    (1)書き損じハガキについて 

     ・部会：12月 11日（金）18時 30分～ 「ゆいわーく茅野」  

      各市町村各学校へのチラシの分配等（持ち帰り用の入れ物が必要）。 

      教育長、校長宛依頼文書の配布。 

     ・感謝状は 12月中に届く予定 

  ユネスコスクール推進部会 

(1)学校訪問の報告 

 11月 4日（水）14時～ 岡谷田中小学校（井出誠一校長） 

16時～ 岡谷南部中学校（中澤隆一校長） 

   11月 6日（金）10時～ 北山小学校（小口かおり校長） 

   11月 9日（月）９時～ 原中学校（古清水巌校長） 

(2)国際交流：学習会の開催 

    日 時 12月 6日（日）14時～16 時 

    場 所 「ゆいわーく茅野」3階 集会室 

    講 師 田村義明理事  ―「台湾に学ぶ」― 

    ・主として会員のみを対象とした学習会とする 

    ・茶話会は行わず質疑応答形式とする 

 広報部会 

  ・第 3回編集委員会 11 月 26日（木）15時 30分 

  ・諏訪ユネスコ通信 29号発行 11月末日 

２．新入会員  古清水 巌氏  富士見町    承認 

 

第７回理事会(119回) 2020年 12月 21日(月) 18時 30分  

報 告 

 ・12月 6日(日) 14時    学習会「台湾に学ぶ」 

 ・12月 11日(金)18時 30分 第１回寺子屋部会  

 ・12月 17日(木）      「元気づくり支援金」説明会 出席 

 ・2021年 1 月 30日(土)    SDGs全国フォーラム  

  ＊参加希望の方は各自申し込む（リモート参加）。 

 ・リーダーセミナー開催案内 

議 事 

１．各部からの報告・連絡 

本部会 

 (1) 来年度の総会について 

 ・5月 17日(月)を候補とした 

  場所・時間等については追って検討。 
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 ・10周年について詳細の検討を行う 

(2) 新年度の組織・役員の人事案について 

 ・本年度で任期満了となる為、継続できない理事は申し出る 

人事案の提示を検討してもらう。 

(3) 「元気づくり支援金」の取り組みについて 

 ・県より 30万円の支援金制度がある為、その活動を検討する 

 環境問題推進部会 

  ・来年度は子供たちと一緒に何か出来ないか考える 

ユネスコスクール推進部会 

(1)12月 6日に行われた学習会の反省（参加者 14名） 

 ・とても良い内容であった 

 ・質疑応答が多く出され、中身の濃い内容だった 

 ・次回は一般参加も呼び掛けられると良い 

 ＜講演者より＞ 

 ・テーマをしぼれれば良かった 

 ・国情・政治・経済等の話が絡んでくる内容が多い為、話しづらい面があった 

広報部会 

  ・ユネスコ通信 30号 2021 年 3月末日発行 

  ・10周年 記念誌の編集・発行 

２．新入会員 金田照俊（かねだしょうしゅん）氏 茅野市 承認 

 

第８回理事会(120回) 2021年 1月 22日(金) 18時 30分  

報 告 

・2020年度日本ユネスコ協会連盟リーダーセミナー 全４回開催 

2月 6日(土)・2月 21日(日)・3 月 6日(土)・3月 20日(土) 

 ・2月 6日(土) 10時～16時 信州 ESD発表会…オンラインによる 

・2月 10日(水)10時～11時 「ゆいわーく茅野」利用者説明会  

 ・書き損じハガキ回収ボックス「ゆいわーく茅野」へ設置 

議 事  

１．各部からの報告・連絡 

本部会 

(1)来年度の定時総会について 

 新型コロナが感染拡大している現状から「書面議決」とすることを決めた。 

・5月 17日(月)17時  理事のみ出席 

(2)10周年記念事業について 

 ・新型コロナが感染拡大している現状から式典は行わない 

 ・記念誌の発行…広報部会にも協力を求める 

(3)組織案について 

 三役にて組織案を検討し、次回理事会にてはかる。 

寺子屋部会 

    ・回収 2月 5日以降 

    ・回収後集計し切手に交換 

    ・感謝状・礼状の贈呈…本年度は原村・原中学校にて長野日報が取材 

  ユネスコスクール推進部会 
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・2月 16日(火)18時 岡谷南部中学校の学校評議員会へ出席予定 

・富士見高校への呼びかけも良いのではないかとの意見があった 

広報部会   

・広報第 30号 3月末発行 

・10周年記念誌編集 

 

第９回理事会(121回) 2021年 2月 15日(月) 18時 30分  

報 告 

 ・2月 10日(水)10時～16時 「ゆいわーく茅野」利用者説明会出席 

  後日、ロッカーの申請を行う    

議 事  

１．各部からの報告・連絡 

本部会 

（1）総会について 

・書面議決に伴い各部会の部長は 3月 15日の理事会に本年度の事業報告・来年 

 度の事業計画を提出 

・三役会に於いて総会資料の原案を作成 

・規約改正案を三役会で作成し理事会にはかる（新理事の選任についても含む） 

＊総会資料と一緒に会員に配布し承認を得る 

（2）創立 10周年記念 「記念誌」発行について 

  ・原稿依頼について 

   挨拶 顧問 林 新一郎氏 

      会長 矢崎 靖雄 

   祝辞 広域連合長  金子ゆかり諏訪市長 

      諏訪市教育長 小島雅則教育長 

    ＊上記の他に依頼する方を検討 

    ＊早期に依頼をする 

  ・記念誌の内容の詳細については三役会・編集委員会に於いて検討し次回の理事 

会にはかる 

寺子屋部会 

    ・本年度の集計報告…2月中に集計が出来る旨の報告があった 

    ・3月 22日(月)14時 反省会 場所：「ゆいわーく茅野」 

    ・感謝状・礼状の贈呈…本年度は原村・原中学校にて長野日報が取材 

  ユネスコスクール推進部会 

・2月 16日(火)16時 岡谷南部中学校の学校評議員会へ出席 

 ユネスコスクールについて説明 

  出席者：矢崎靖雄・田村満理・田村義明・深井恵子 

・講演内容の検討…事前にプロジェクターを使い説明し意見を求めた 

広報部会   

・広報第 30号 3 月 31日発行 

・10周年「記念誌」編集 

・広報第 30号編集委員会 

第 1回：2 月 15日  第 2回：3月 9日  第 3回：3 月 23日 

第 10回理事会(122回) 2021年 3月 15日(月) 18時 30分 
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 報 告 

  ・書き損じハガキを集計し切手に交換。ユネスコ本部へ送付（2月 24日） 

   ユネスコ本部より受領書が届いた  407,892円 

議 事  

１．各部からの報告・連絡 

本部会 

(1)定時総会について 

 ・本日、各部会の事業報告・事業計画を提出 

 ・会計監査：4月 1日(木) 15時 於「ゆいわーく茅野」 

 ・会計監査後、予算案を提出し次回理事会で議案書の検討を行う 

 ・4月末日までに会員に議案書を送付。5 月 10日までに賛否を問う 

 ・5月 17日(月) 理事のみで総会 

(2)記念誌の発行について 

 ・祝辞・挨拶・回想等、寄稿して頂く方の確認 

  林新一郎氏（顧問）、金子ゆかり市長、小島雅則諏訪市教育長 

  牛山俊氏（元会長）、高林徳枝氏（元副会長）、矢崎靖雄（現会長） 

 ・表紙写真…八ヶ岳遠望（表紙の地色は黄緑と決めた） 

(3)規約改正案について 

 ・案を検討したが、理事が持ち帰り再度検討することとなった 

 ・理事会で承認後、総会で決定する   

寺子屋部会 

    ・本年度の集計報告…経費を引いて 407,892円をユネスコ本部へ送付 

    ・本年度は学校外でも多くのハガキ回収ができた 

    ・3月 22日(月)14時 反省会 場所：「ゆいわーく茅野」 

環境問題推進部会 

   ・3 月 12(金)諏訪ユネスコで行っている諏訪湖アダプトプログラムが、長年にわた

り河川愛護に努めたと認められ「建設事務所長感謝状」をいただいた…濵副部長

が出席 

 ユネスコスクール推進部会 

・2月 16日(火)16時 岡谷南部中学校、学校評議員会へ出席 

田村義明理事がプロジェクターを使いユネスコスクールの説明を行った 

   ・2月 22日富士見高校訪問ユネスコスクールの説明 

   ・3月 1日富士見高校小池担当教諭にユネスコスクールの説明 

   ・3月 8日茅野北部中訪問、校長・教頭にユネスコスクールの説明 

   広報部会  

・3月 23日(火) 第 3回編集委員会 

 広報 30号編集…… 3 月 31日発行 

10周年記念誌編集…… 5月 17日発行 
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収入金額 941,568 円

支出金額 634,761 円

次期繰越金 306,807 円

収　入 （単位：円）

科　　目 予算額 差　額 備　　考

　会費収入 302,000 3,000 会費　57人×5,000円　１人×20,000円

　活動事業収入 15,000 755 諏訪湖アダプト扱い

　募金収入 400,000 35,117 書き損じハガキ

　雑収入 4,000 △ 1,000 預金利子、寄附金収入

　前期繰越金 182,696 0

合　　計 903,696 37,872

支　出 （単位：円）

科　　目 予算額 差　額 備　　考

　事務費 200,000 △ 129,639
交通費、通信費、賃借料、印刷費、

総会費、消耗品費、雑費

　会議費 20,000 △ 13,603 会議時お茶代

　事業費 70,000 8,111

地域遺産　26,390円　広報費　10,000円

環境問題推進　０円　寺小屋　27,225円

ユネスコスクール　14,496円

　分担金 58,000 △ 1,000 日本ユネスコ協会連盟分担金

　募金支出 350,000 57,892 書き損じハガキ扱い

　雑支出 0 15,000 印刷機処分代

　次期繰越金 205,696 101,111

合　　計 903,696 37,872

15,000

306,807

941,568

70,361

6,397

78,111

57,000

407,892

435,117

3,000

182,696

941,568

決算額

2020年度収支決算書
（2020年4月1日～2021年3月31日）

決算額

305,000

15,755
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第 2号議案 会則改正に関する件 

 

諏訪ユネスコ協会会則（案） 

 

目  次  
 

諏訪ユネスコ協会会則 
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第 1 章 総  則 
 

第１条（名称） 

  本会は「諏訪ユネスコ協会」と称する。 

  

第 2条（事務所） 

  本会の事務所を諏訪ユネスコ協会、会長宅に置く。 

  

第 3条（目的） 

  本会は、ユネスコ憲章の精神に基づいてユネスコ活動の実践をとおし、広く国際社会の

進歩と向上に貢献しうる人格の形成をはかり、もって世界の平和と人類の福祉に寄与す

ることを目的とする。 

 

第 4条（活動方針と事業） 

  本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。 

  （1）ユネスコ精神の理解と普及をはかるための事業 

  （2）国際理解教育をはかるための事業 

    イ 平和、国際理解のための研究会、映画会、展示会等の実施 

ロ 戦争体験を伝えるための資料の収集と出版 

ハ 平和教育、環境教育のカリキュラム作成と実践 

ニ その他 

  （3）新しい文化の創造をはかるための事業 

    イ 異文化理解を促進するための研修会の実施や人物交流 

ロ 地域文化を理解するための諸活動 

ハ 世界遺産・地域遺産を保存するための研究会、講演会、未来遺産運動の実施 

ニ その他 

  （4）科学の発展とよりよい環境を創造するための事業 

    イ 世界平和に貢献しうる科学技術についての研究会実施 

ロ 地球環境の問題を考える研究会の実施や具体的実践活動 

ハ その他上記の事項を広く市民に知らせるための展示会等の実施 

  （5）国際協力と交流をはかるための事業 

    イ 世界寺子屋運動等、発展途上国の人々への協力事業 

ロ ユネスコ関係者の招へいおよび派遣 

    ハ 文通や活動交換・交流 

  （6）青少年の育成をはかるための事業 

    ユネスコスクールで目指す SDGs  持続可能な開発のための教育 ESDの推進。 

     イ ユネスコスクールの促進と活動の継続実施 

     ロ 青年ユネスコ活動の育成と援助 

  （7）ユネスコ（日本ユネスコ国内委員会、社団法人日本ユネスコ協会連盟、長野ユネス

コ連絡協議会）の事業への協力 

  （8）隣接ユネスコ協会および関係諸団体との連携、協力 
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第 2 章 会  員 
 

第 5条（会員） 

 本会の目的に賛同し、その事業に積極的に参加し、所定の会費を負担するものをもって 

会員とする。 

会員たる資格は、人種・国籍・性別・信条・その他いかなる政治的・経済的・社会的差

異によっても奪われることはない。 

会員の種別は次のとおりとする 

 （a）個人会員   

①維持会員 

        ②一般会員 

        ③学生会員 

 （b）団体会員   

①維持会員 

  前頁に関する細目は別に定める。 

 

第 6条（会費） 

会員は会費を負担する義務を負う。 

前頁に関する細目は別に定める。 

 

第 7条（入会・退会） 

本会への入会および退会は理事会の承認を必要とする。 

 

第 3 章 役員および事務局 
 

第 8条（役員） 

本会に次の役員をおく。 

 （a）会 長   1名 

 （b）副会長   若干名 

 （c）理 事   7名以上 15名以内 

 （d）会 計   1名 

 （e）監 事   2名 

必要な場合には、前頁に記された役員以外に次の役員をおくことができる。 

 （a）名誉会長  1名 

 （b）顧 問   若干名 

 

第 9条（役員の選出） 

会長、理事および監事は総会において会員の中から選出される。 

  理事のうち 1名を会長、若干名を副会長、1名を常務理事とする。 

  前項の会長をもって理事長とする。 

  副会長、常務理事は、理事の互選で選出し、会長が任命する。 

  名誉会長、顧問及び会計、は、理事会の推薦を経て、会長が委嘱する。 
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  役員の任用は入会後おおむね 1年の会員経験を経たものとする。ただし名誉会長、顧問、

及び会計、他専門的な知識、技能によって任用される者には適用しない。 

 

第 10条（役員の任務） 

  会長は本会を総理し、代表として本会の運営、資金の管理等につき責任を負う。 

 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、あらかじめ定められた順序にしたがい、 

その職務を代行する。 

  理事は理事会を組織し、本会の運営、資金の管理等を行う。 

会計は本会の会計の任務に当たる。 

監事は本会の会計に関し、監査の任務を持つ。 

 

第 11条（役員の任期） 

役員の任期は 2年とし、重任は妨げない。 

 

第 12条（事務局） 

 本会に事務局を設け、事務局長および事務局次長を置くことができる。 

事務局長は理事の中から選出された、常務理事があたる。 

事務局次長は、理事会の承認を得て会長が任免する。 

事務局に関する規定は理事会において別に定める。 

 

第 4 章 会  議 
 

第 13条（会議） 

  本会の会議は総会、理事会とし、いずれも会長が招集する。議長には会長があたる。 

  総会は全会員。理事会は理事をもって構成する。また監事、専門部長（または代理）を

招へいすることができる。 

  会議は、委任状を含め定数の 3分の 1以上の出席を得て成立する。 

  会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 

  やむを得ない理由で長期にわたり会議の開催ができない場合は、書面による議決を認める。 

 

第 14条（総会） 

  総会は年 1回 5月に開き、次の事項を決議する。 

（1）事業計画、事業報告の承認 

（2）予算および決算の承認 

（3）会長、理事および監事の選出、解任 

（4）会則の変更 

（5）その他必要な事項 

 

第 15条（臨時総会） 

  前条で定められた総会以外に、次の場合には臨時総会を開くことができる。 

（1）会長が必要と認めた場合 

（2）理事の過半数の要求があった場合 

（3）会員の 3分の 1の要求があった場合 

 前 2 項の場合、会長は要求が文章で提出されてから 20 日以内に臨時総会を招集しなけ
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ればならない。 

第 16条（理事会） 

  理事会は原則として月 1回以上開き、次の事項を審議する。 

（1）事業執行に関する事項 

（2）副会長、常務理事の選出 

（3）名誉会長、顧問および会計の推薦 

（4）諸規定の改廃および承認 

（5）補欠役員の選出 

（6）入会者、退会者の承認 

（7）その他必要な事項 

 

第 5 章 本部会 
 

第 17条（三役会） 

 三役会をもって本部会と位置付ける。 

第４条に定める事業の円滑な運営をはかる。 

 三役会は会長・副会長・事務局で構成し、会長が招集する。 

 三役会は本会議に先立ちおおむね 7日以内に開催する。 

 

第 6 章 運営委員会・専門委員会 
 

第 18条（運営委員会） 

  第 4条に掲げる事業を推進するため運営委員会を設けることができる。 

  運営委員会の委員は、会員の中から、会長が理事会の議を経て委嘱する。 

  前頁に関する細目は別に定める。 

 

第 19条（専門委員会） 

  会長は、理事会の議を経て、専門委員会を設けることができる。 

  専門委員会は専門領域の事業について各種の専門部会を設け、企画・運営・実施に当たる。 

  専門部会の委員は、会員の中から、会長が理事会の議を経て委嘱する。 

 

第 7 章 会  計 
 

第 20条（会計） 

  本会の経費は、会費、補助金、寄付金、事業収入による。 

第 21条（会計年度） 

  本会の会計年度は、毎年 4月 1日より翌年 3月 31日までとする。 
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第 8 章 雑  則 

 

第 22条（会則の変更） 

  本会則の変更は、会員の 10 分の 1 以上の発議により、総会において出席者の 3 分の 2

以上の賛成を得て成立する。 

 

第 23条（日本ユネスコ協会連盟加入） 

  本会は社団法人日本ユネスコ協会連盟に構成団体会員として加入する。 

 

第 24条（宗教・政治活動の禁止） 

  本会は特定の宗教および政治活動は一切行わない。 

 

第 25条（会計に関する件） 

  金銭、口座の管理は会計が行うこととし、口座の所在地を会計宅に置く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

付  則 

  本会則は日本ユネスコ協会連盟加入の日である2011年（平成 23年）4月 16日より施行する。 

2019年（令和元年）5月 13日一部改正。 

2021年（令和三年）5月 17日一部改正、同日より施行する。 
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諏訪ユネスコ協会会則施行細則 
 

第 1条（趣 旨） 

  この細則は、諏訪ユネスコ協会会則（以下「会則」という）の実施に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 

第 2条（会員及び会費） 

  会則第 5条及び第 6条に規定する会員及び会費については次に定める。 

   （1）個人会員   

①維持会員  １０，０００円 

        ②一般会員   ５，０００円 

        ③学生会員   ２，０００円 

   （2）団体会員   

①維持会員  ２０，０００円 

 

第３条（運営委員会） 

  会則第 18条に規定する運営委員会に関しては、次のとおり定める。 

   １．運営委員会は、30名以内で組織する。 

   ２．会長、副会長、理事は運営委員会を兼務する。 

   ３．選出方法は、本会は6市町村に関係があるため、各市町村単位に定数を考慮して決める。市

は 5名以内、町は 2名以内、村は 1名。（役員の兼務者は別とする） 

 

 

 

 

 

 

付  則 

この細則は平成 23年 4月 16日から施行する。 

2021年（令和三年）5月 17日一部改正、同日より施行する 
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第 3号議案 役員改選に関する件 

2021年度諏訪ユネスコ協会役員（案） 

役  職 担  当 氏  名 住 所 

顧 問   林 新一郎 岡谷市 

会 長 理事長 代  表 矢崎 靖雄 茅野市 

副会長 理 事 ユネスコスクール推進部会担当 田村 義明 茅野市 

副会長 理 事 ユネスコスクール推進部会担当 田村 満理 茅野市 

事務局長 常務理事 会計責任者・広報部会 安藤 理恵子 諏訪市 

事務局次長 理 事 
環境問題推進部会副部長 

広報部会 
五味  功 茅野市 

会 計 理 事 会計事務担当 永由 恒司 諏訪市 

理  事 環境問題推進部会部長 濵 三千治 岡谷市 

理  事 寺子屋部会部長 松下 敦子 諏訪市 

理  事 寺子屋部会副部長 玉舎 興三郎 下諏訪町 

理  事 地域遺産部会部長 清水 勝喜 原村 

理  事 地域遺産部会副部長 窪田 浩美 富士見町 

理  事 ユネスコスクール推進部会部長 深井 恵子 茅野市 

理  事 ユネスコスクール推進部会副部長 中村 麻子 茅野市 

理  事 
ユネスコスクール推進部会 

＜国際理解担当＞ 
金子 田美 諏訪市 

監  事  木村 紀穂 茅野市 

監  事 広報部会副部長 濱  善夫 下諏訪町 

専門委員会 部 長 広報部会部長 濱  勝也 諏訪市 
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第 4号議案 
2021年度 事業計画（案） 

 

本部会 
 １．2021年度定時総会 5 月 17日（月） 午後５時 

 ２．理事会（毎月 1回） 

 ３．６市町村ユネスコ担当者会議実施 

 ４．ユネスコ協会連盟第 72回定時総会出席 

  ５．「2021中部東ブロック活動研究会」参加   

 ６．日本ユネスコ連盟評議委員会出席 

 ７．諏訪ユネスコ協会 10周年「記念誌」作成 

８．諏訪ユネスコ協会ホームページ管理・更新 

 

地域遺産部会 
―基本計画― 

１．諏訪地域の文化遺産について知る（諏訪地区６市町村教育委員会との連携） 

 (1) 国宝、国の重要文化財について 

 (2) 諏訪大社の歴史及び関係神社について 

 (3) 縄文、弥生文化遺産について 

 (4) 中山道、甲州街道の遺産について 

２．諏訪地域の文化遺産の保存、活用について 

３．諏訪地域の自然遺産について 

―講演会― 

１．令和２年度に行った井戸尻考古館館長…小松隆史氏「諏訪地域の縄文遺産」の講演が 

好評だったため、第２回をお願いしたいと考えている 
 

寺子屋部会 
１．書き損じハガキの回収 

 (1) 学校へのアプローチ 

 (2) 各地域に責任者をおき、その方を中心に活動する 

 (3) 部会員相互の連絡を密にとる  
 

環境問題推進部会 
 １．諏訪湖アダプト活動参加 

  実施区間：№15  石彫公園周辺 

   第１回６月９日（水） 9:00～10：00 

   第２回７月８日（木） 9:00～10：00 

  第３回９月 15日（水） 9:00～10：00 

 ２．諏訪湖アダプトプログラム報告会参加  

2022年３月中旬 
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ユネスコスクール推進部会 
・SDGs、ESD、ユネスコスクール等への理解を深める研修会に参加 

・６市町村小中高校へのユネスコスクールの啓蒙、推進活動 

・ユネスコスクール加入校への支援 

・ESDコンソーシアム研修会の学びと参加 
 

広報部会 
１．広報紙「諏訪ユネスコ通信」年３回の発行 

・第 31号：2021年 ７月 31日 発行 

・第 32号：2021 年 11 月 30日 発行 

・第 33号：2022年 ３月 31日 発行 

 ２．諏訪ユネスコ協会 10周年「記念誌」作成 

３．諏訪地区内報道機関へのＰＲ活動 

・広報紙の配布、各部会事業活動の広報 

４．ユネスコ協会連盟へ提出書類の作成、事業活動の広報 

５．長野県下、各ユネスコ協会への広報活動、広報紙の配布等 

６．「諏訪ユネスコ協会」ホームページの管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 24 - 

 

 

 

 



- 25 - 

 

 


